
 

一 

 
 

 

特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律 

新
旧
対
照
表 

○ 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
〔
附
則
第
三
項
関
係
〕 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

別
表
第
一 

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
） 

備
考 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

法
律 
事
務 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用

い
て
行
う
投
票
方
法
の
特
例

に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年

法
律
第
八
十
二
号
） 

こ
の
法
律
の
規
定
及
び
こ
の
法
律
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
公
職
選
挙

法
の
規
定
に
よ
り
、
衆
議
院
議
員
又
は
参

議
院
議
員
の
選
挙
に
関
し
、
都
道
府
県
又

は
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
務 

 

別
表
第
二 

第
二
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
） 

備
考 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

法
律 

事
務 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用

こ
の
法
律
の
規
定
及
び
こ
の
法
律
の
規
定

別
表
第
一 

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
） 

備
考 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

法
律 

事
務 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
新
設
〕 

〔
新
設
〕 

     

 

別
表
第
二 

第
二
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
） 

備
考 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

法
律 

事
務 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
新
設
〕 

〔
新
設
〕 



  

二 

い
て
行
う
投
票
方
法
の
特
例

に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年

法
律
第
八
十
二
号
） 

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
公
職
選
挙

法
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
の
議
会
の

議
員
又
は
長
の
選
挙
に
関
し
、
市
町
村
が

処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

 

    

 
 

 
 

  
 



 

三 

○ 

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
〔
附
則
第
四
項
関
係
〕 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

別
表
第
二
（
第
三
十
条
の
十
関
係
） 

提
供
を
受
け
る
通
知
都

道
府
県
の
区
域
内
の
市

町
村
の
市
町
村
長
そ
の

他
の
執
行
機
関 

事
務 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

二 

選
挙
管
理
委
員
会 

公
職
選
挙
法
に
よ
る
同
法
第
九
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
及
び

長
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
に
当
該
都
道
府
県

の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
の
同
法
第
四

十
四
条
、
第
四
十
八
条
の
二
若
し
く
は
第
四
十

九
条
又
は
特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て

行
う
投
票
方
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和

三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
投
票
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
関
す
る

事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

 

別
表
第
二
（
第
三
十
条
の
十
関
係
） 

提
供
を
受
け
る
通
知
都

道
府
県
の
区
域
内
の
市

町
村
の
市
町
村
長
そ
の

他
の
執
行
機
関 

事
務 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

二 

選
挙
管
理
委
員
会 

公
職
選
挙
法
に
よ
る
同
法
第
九
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
及
び

長
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
に
当
該
都
道
府
県

の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
の
同
法
第
四

十
四
条
、
第
四
十
八
条
の
二
又
は
第
四
十
九
条

の
規
定
に
よ
る
投
票
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
関

す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の 

  
〔
略
〕 

〔
略
〕 

 
 

 
 

 


